
Q. 出欠の連絡をする必要はありますか？ 

A.いいえ。ご都合に合わせてご利用ください。 
 

Q.利用料はかかりますか？ 

A.無料でご利用いただけます。市で保険にも加入します。 
 

Q.なぜ保護者の付き添いが必要なのですか？ 

A.朝 7 時開室の早朝の事業となりますので、登校する際の安全面を考え、保護者付き添い

をお願いします。 
 

Q.児童はどのように過ごしますか？ 

A.自習や読書をして静かに過ごします。タブレット端末は学校からの持ち帰りが始まり 

ましたら宿題に関することのみ利用可能です。 
 

Q.夏休み等の長期休業中も利用できますか？ 

A.春・夏・冬の長期休業期間も実施します。放課後ルームに所属している児童は 8 時～   

8 時 30 分の間に放課後ルームに移動するよう、見守り員から声かけをします。船っ子

教室を利用する児童は、9時になりましたら、船っ子教室に引き継ぎます。 
 

Q.利用カードを忘れた場合は？ 

A.忘れた旨を見守り員に伝えれば利用はできますが、忘れないようご注意願います。 

 

Q. 朝の居場所に行った後に、忘れ物に気づいた場合、自宅に取りに戻っていいですか? 

A. 安全確保等の観点から、自宅に戻ることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ＆Ａ 

【お問い合わせ先】 

■船橋市教育委員会 教育総務課 ０４７－４３６－２８０２ 

 ※本事業は教育委員会の事業ですので、学校へのお問い合わせはお控えください。 


